
第１号様式（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

更新日 令和５年４月１日 

個人情報ファイルの名称 生活困窮者自立支援金事務ファイル 

利用に供される事務をつかさど

る組織の名称 
福祉部福祉管理課 

利用目的 

生活困窮者自立支援金の支給、不支給及び中止の決定及びそれ

に伴う審査、支援金の振込処理並びに受給状況管理の事務に利

用する。 

 

記録項目 

1個人コード、2カナ氏名、3氏名、4生年月日、5住所・郵便

番号、6電話番号、7支給開始年、8支給開始月、9備考（視覚

障がいの有無、生活保護受給状況について含む）、10特例貸付

の申請状況、11特例貸付の貸付最終年月、12収入月額（世帯

計）、13預貯金等（世帯計）、14自立相談支援機関への相談希

望の有無、15福祉課への相談希望の有無、16口座情報、17申

請日、18審査日、19審査結果（不支給決定及び中止決定の理

由を含む）、20申請に係る決定日、21求職活動報告日（月毎）

及び回数、22求職活動報告に係る決定日（月毎）、23支給中止

決定日、24支給中止年、25支給中止月、26世帯人数、27給付

額、28執行日 

 

記録範囲 

東京都社会福祉協議会より事業対象として情報提供を受けた

者及び申請書発行時点における事業対象者に係る住民基本台

帳上の同一世帯に属する世帯員、申請者、申請日時点における

申請者に係る住民基本台帳上の同一世帯に属する世帯員 

記録情報の収集方法 

申請者から提出される申請書及び添付書類並びに求職活動報

告書類、東京都社会福祉協議会からの情報提供、庁内連携によ

る生活保護受給状況、視覚障がいの有無及び住民記録の取得、

転入者に係る他自治体への照会 

 

要配慮個人情報の有無 ☑有  □無 

記録情報の経常的外部提供先 足立区社会福祉協議会 

記録情報の経常的業務委託先 
印刷・封入封緘、書類一次点検等委託事業者 

 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

足立区役所政策経営部区政情報課 

〒120-8510 東京都足立区中央本町１－１７－１ 



 

ファイル簿作成担当部署 福祉部福祉管理課 

 

訂正及び利用停止に関する他の

法律又はこれに基づく命令の規

定による特別の手続き等 

－ 

個人情報ファイルの種別 □電算処理ファイル  □マニュアル処理ファイル 

【電算処理ファイルである場合】 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュア

ル処理ファイルの有無 

                □有  □無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

実施なし 

備考 

本事務は、福祉部生活困窮者自立支援金担当課の所管であっ

たが、令和４年度末で制度が終了となり、同課も廃止となった。

令和５年度以降、個人情報及び本ファイル簿の管理を下記ファ

イル簿作成担当部署にて引継いでいる。 

✓ 

✓ 


